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HACCP制度化をめぐる現状と課題
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要約　本文では、海外ではあたりまえのように導入されているHACCPシステムという衛生管理手法だ
が、15年ぶりの法改正により日本でも制度化された背景を、最新の情報提供と併せて解説する。また、
海外の導入の様子やHACCPシステムの概要と、今後の普及推進の課題を解説しつつ、読者の方々へは
食の安全・安心の取り組みに関心を持っていただければと思う。

1．　はじめに

本章では平成 30 年 6 月 13 日に公布された食品衛生
法等の一部を改正する法律に記述された、いわゆる
HACCP の制度化とはどういうことかを、わかりやす
く解説する。HACCP が制度化されることにより、ほ
とんどの食品製造企業では、これまで以上に徹底した
安全管理が求められることになる。

その上で、今般、この改正法の施行に関し、食品衛
生法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
が公布され、施行日は令和 2 年 6 月 1 日と決定したと
ころである。猶予期間は 1 年間となり、令和 3 年 6 月
1 日に完全移行しなければならない。

独立行政法人国立印刷局インターネット官報
https://kanpou.npb.go.jp/20191009/20191009h0010

8/20191009h001080000f.html
弊社のコンサルティング事業で HACCP 導入の実

績があったことかから、厚生労働省のホームページに
掲載されている、「HACCP 導入のための手引書」づ
くりに携わることができた。これを機に厚生労働省、
地方厚生局、各地の食品衛生協会、業界団体などへの

「HACCP 教育」に関する講師活動を活発に実施し、
農林水産省補助事業では 16 年間、HACCP 研修のア
ドバイザー・講師を務めてきた。

これらの経験を踏まえ解説を行うので、これから食
品の品質管理に携わろうとする人や、食品の安全と安
心に関心のある方はよく読んで、じっくり考え味わっ
ていただき、現場での品質管理業務支援の糧としても
らいたい。

2． 食品衛生法改正（HACCP制度化）の背景

図 1　�厚生労働省HP「食品衛生法等の一部を改正する法律
の概要」より

HACCP 制度化の対象になる事業者の範囲は、食品
の製造・加工、調理、販売等を行う食品等事業者、つ
まりフードチェーン全体である。現行の食品衛生法の
許可業種（34 業種）に限らず、すべての食品等事業
者が対象となる。2020 年 6 月までに施行されること
が決まっており、食品等事業者は早急な対応が求めら
れている。
図 2は法改正の背景・趣旨を示しているが、次の 3

点で説明している。1 つ目に前回の食品衛生法等の改
正から約 15 年が経過し、世帯構造の変化を背景に、
調理食品、外食・中食への需要の増加等の食へのニー
ズの変化、 輸入食品の増加など食のグローバル化の進
展といった我が国の食や食品を取り巻く環境の変化で
ある。

2 つ目に都道府県等を越える広域的な食中毒の発生
や食中毒発生数の下げ止まり等、食品による健康被害
への対応が喫緊の課題となっている。3 つ目に 2020


